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T
－
H
・
グ
リ
ー
ン
者

北

岡

励

諜

『
政
治
義
務
の
原
理
』

政
治
阜
の
古
典
書
に
屈
す
る
T
・
H
・
グ
リ
l
vJ
の
著
作
「
同Lo
ad
gm
。ロ

50
甲山田o
SH
g
。片
岡dv目的
民
SH
O
EM肉mw
仲
間o
E
が
今
岡
図
恩
院
大
串
助
教

授
北
同
期
氏
の
御
努
力
に
よ～っ
て
諮
問
さ
れ
た
こ
と
は、
向
車
を
志
す
者
に
と

紹
介
と
批
評

っ
て
極
め
て
意
義
あ
る
こ
と
と
思
う。
認
者
は
数
年
前
に
「
政
治
哲
恩
の
課
題

｜i
ト
l
マ
ス
・
ヒ
ル
・
グ
リ
ー
ン
の一
研
究」
な
る
著
書
を
公
刊
さ
れ
世
に

問
わ
れ
た
の
で
あ
る
が、
著
者
北
岡
氏
に
よ
れ
ば、
グ
リ
ー
ン
の
政
治
思
想
を

解
明
す
る
必
要

ll
印
ち、
そ
の
現
代
的
意
義
は
三
つ
の
根
披
に
伏
在
し
て
い

る。
即
ち「
先
づ
理
想
主
義
は
現
代
に
於
て
は
或
る
意
味
に
於
て、
E
に
危
機
に

直
聞
す
る
と
も
思
は
れ
る
故
に、
よ
り
深
き
討
究
こ
そ、
政
治
哲
阜
の
分
野
に

於
て
も
嬰
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と、
第
二
に、
グ
リ
l
y
の
政
治

哲
患
は
皐
な
る
理
想
主
義
の
亜
流
と
し
て
は
解
決
さ
れ
得
ぬ
幾
多
の
論
貼
を
提

起
す
る
も
の
と
し
て、
新
た
な
問
察
を
加
へ
ら
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ

と、
第
三
に、
グ
リ
ー
ン
の
政
治
哲
堕
的
思
惟
が、
今
日
我
々
に
要
請
せ
ら
れ

る
政
治
哲
墜
上
の
問
題
解
明
の
た
め
に
深
い
示
唆
を
興
へ、
叉
或
る
意
味
に
於

て
政
治
哲
墜
に
於
け
る
基
礎
的
知
識
を
提
供
し
E
は
又
政
治
哲
皐
研
究
へ
の
或

る
方
向
を
指
示
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と、
こ
れ
で
あ
る。」
ハ
北
岡

勅
者
「
政
治
哲
阜
の
課
題」
ニ
頁》
と
述
べ
ら
れ
て
い
る。
こ
れ
か
ら
「
政
治

義
務
の
原
理」
の
紹
介
を
し
よ
う
と
思
う
が、
そ
の
前
提
と
し
て
グ
リ
ー
ン
の

政
治
思
想
を
伍
胎
せ
し
め
た
枇
曾
的
背
長
に
つ
い
て
少
々
前
言
し
て
み
た
い。

所
謂
産
業
革
命
を
他
の
ヨ
1
ロ
ヅ
パ
諸
閣
に
比
し
て
最
も
平
く
完
成
し
た
蛍

時
の
イ
ギ
リ
ス
杭
曾
は、
間
々
の
社
曾
的
諸
問

題｜｜一
無
産
階
級
勢
力
の
接
頭

等

ーー
を
内
包
し、
外
部
に
於
て
は、
他
閣
と
の
聞
に
帝
園
主
義
的
植
民
地
践

得
競
宇
の
渦
中
に
あ
っ
た。

こ
の
よ
う
な
情
勢
下
に
あ
っ
て、
既
存
の
市
民
社
曾
を
維
持
し
つ
つ
図
勢
の

蹴
大
を
意
闘
す
る
に
は、
必
然
的
に
図
家
機
能
の
強
化
を
飴
儀
な
く
さ
れ
る。

即
ち、
夜
替
図
家
的
存
在
で
は
階
級
聞
の
札
際
調
整
も
不
可
能
で
あ
る
し、
レ

セ
・
フ
ェ
ア
l
の
陸
制
で
は
基
盤
枇
曾
の

悌明治
鎚
化
に
際
じ
得
ぬ
朕
態
で
あ
っ

五

七

ハ
六
一
七）



紹
介
と
批
評

た
。
以
上
の
よ
う
な
批
會
情
勢
に
お
い
て
、
二
面
イ
ギ
リ
ス
批
會
に
傳
來
の
個

人
主
義
的
枇
會
思
想
が
主
流
を
な
し
、
他
方
こ
の
就
會
思
想
の
修
正
を
必
然
化

さ
れ
る
外
的
條
件
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
頂
馳
に
グ
リ
ー
ソ
の
政
治
哲

學
は
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
國
家
機
能
の
増
大
と
個
人
の
存
在
と
い
う
關
係
を
如
何
に
思
考
す
る
か
、
そ

こ
に
「
政
治
義
務
」
の
観
念
が
登
場
す
る
。
然
ら
ば
グ
リ
ー
ン
の
思
惟
す
る
政

治
義
務
と
は
如
何
な
る
理
念
で
あ
る
か
、
以
下
そ
の
概
略
を
鐸
書
に
基
づ
い
て

考
察
し
て
汲
る
。
営
著
は
第
一
章
政
治
義
務
の
根
擦
、
第
二
章
ス
ピ
ノ
ザ
、
第

三
章
ホ
ゾ
プ
ス
、
第
四
章
ロ
ヅ
ク
、
第
五
章
ル
ヅ
ソ
ー
、
第
六
章
主
樺
一
と
一
般

意
志
、
笥
七
章
國
家
の
基
礎
は
意
志
で
あ
り
カ
で
は
な
い
、
第
八
章
市
民
は
國

家
に
封
し
て
権
利
を
有
す
る
か
、
第
九
章
個
人
的
樺
利
、
第
十
章
職
時
中
の
個

人
に
封
す
る
園
家
の
樒
利
、
第
十
一
章
國
家
の
庭
罰
権
、
第
十
二
章
道
徳
を
促

進
す
る
た
め
の
國
家
の
椹
利
、
第
十
三
章
財
産
に
關
し
て
の
國
家
の
椹
利
v
第

十
四
章
家
族
に
關
し
て
の
國
家
の
灌
利
、
第
十
五
章
樺
利
と
美
徳
の
十
五
の
論

論
と
他
に
一
編
「
意
志
と
人
間
の
道
徳
的
獲
達
と
に
用
い
ら
れ
る
『
自
由
』
の

種
々
の
意
昧
に
つ
い
て
」
の
十
六
編
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
而
し
て
、

常
著
の
課
題
で
あ
る
「
政
治
義
務
の
原
理
」
の
思
索
は
特
に
第
七
章
及
び
第
八

章
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
章
「
政
治
義
務
の
根
振
」
は
嘗

著
の
総
論
的
部
分
を
形
成
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
二

　
「
政
治
義
務
の
根
擦
」
　
（
第
一
章
）
に
於
て
、
　
「
私
の
目
的
は
法
律
又
は
國

家
が
強
制
す
る
罐
利
義
務
の
組
織
が
奉
仕
す
る
道
徳
上
の
作
川
又
は
目
的
を
考

へ
、
さ
う
す
る
こ
と
に
於
て
法
律
に
服
從
す
る
た
め
の
眞
實
の
根
振
叉
は
正
嘗

づ
け
を
獲
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
（
三
七
頁
）
と
述
べ
、
法
律
に
服
す
べ
き
道

五
八
　
　
（
六
一
八
）

徳
的
義
務
の
眞
實
の
根
擦
ば
、
法
律
作
用
の
究
明
に
存
す
る
旨
を
論
じ
、
自
己

の
倫
理
思
想
の
解
明
と
自
然
罐
の
理
論
の
追
求
を
以
て
第
一
章
を
充
足
し
て
い

る
。
こ
の
究
明
の
過
程
に
於
て
、
功
利
主
義
思
想
に
つ
い
て
の
分
析
を
試
み
、

「
公
共
善
」
の
倫
理
思
想
を
グ
リ
ー
ン
濁
自
の
も
の
と
し
て
表
明
す
る
。
家

で
、
ス
ピ
ノ
ザ
・
ホ
ヅ
プ
ス
・
ロ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
（
第
二
章
ー
第
五
章
）
に
お

け
る
政
治
理
念
の
究
明
に
論
を
進
め
、
そ
れ
ら
の
政
治
理
論
及
び
政
治
原
則
一

般
に
不
浦
の
意
を
表
し
た
グ
リ
ー
ソ
は
、
國
家
に
關
す
る
諸
々
の
論
議
を
提
起

し
て
、
第
七
章
「
國
家
の
基
礎
は
カ
（
協
8
8
）
で
な
く
意
志
（
且
5
で
あ

る
」
と
論
蜥
す
ひ
。
當
第
七
章
及
び
第
八
章
「
市
民
は
國
家
に
封
し
て
樺
利
を

有
す
る
か
」
　
（
市
民
椹
の
問
題
）
の
二
章
は
グ
旦
ー
ソ
の
嘗
著
に
於
け
る
主
要

な
論
識
と
考
え
る
故
に
、
可
能
な
限
度
に
詳
細
に
述
べ
て
み
よ
う
。

　
「
何
故
私
は
國
家
の
カ
に
服
從
す
べ
き
で
あ
る
か
を
尋
ね
る
こ
と
は
、
何
故

私
が
制
度
の
複
合
騰
i
そ
れ
が
な
け
れ
ば
私
は
全
く
私
自
身
の
生
活
と
呼
ぶ

べ
き
生
活
を
有
し
な
い
で
あ
ら
う
し
、
叉
私
が
爲
す
や
う
に
求
め
ら
れ
て
ゐ
る

も
の
の
正
當
化
を
問
ふ
こ
と
も
出
來
ぬ
で
あ
ら
う
ー
に
よ
つ
て
、
私
の
生
活

が
規
整
さ
れ
る
こ
と
を
許
す
べ
き
で
あ
る
か
を
尋
ね
る
こ
と
で
あ
る
。
」
（
第
七

章
一
五
叫
頁
）
と
述
べ
、
政
治
的
張
制
、
國
家
槽
力
に
服
す
る
義
務
は
軍
に
支

配
被
支
配
の
甥
立
關
係
に
よ
つ
て
成
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
個
人
存
在
の
基

盤
と
し
て
の
倫
理
性
に
依
擦
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
印
ち
、

「
政
治
的
服
從
は
從
属
者
の
た
め
に
椹
利
を
獲
得
す
る
服
從
と
し
て
奴
隷
の
服

從
と
匠
別
さ
れ
る
。
」
（
一
五
四
頁
）
の
で
あ
る
。
奴
隷
の
服
從
が
軍
な
る
刑
罰

に
封
す
る
恐
怖
と
し
て
の
服
從
に
あ
る
に
反
し
、
市
民
的
服
從
ー
政
治
義
務

i
は
「
公
共
善
」
へ
の
奉
仕
と
し
て
の
服
從
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
國
家
椹

力
に
封
す
る
市
民
的
服
從
の
原
則
ー
公
共
の
善
へ
の
奉
仕
i
を
考
え
る
上



に
、
國
家
は
こ
の
「
公
共
善
」
を
維
持
し
、
促
進
し
得
る
存
在
で
あ
る
か
否
か

の
楡
討
を
グ
リ
ー
ン
は
試
み
る
。
印
ち
、
國
家
組
織
を
自
然
的
有
機
燈
的
組
織

と
し
て
考
え
る
か
、
或
は
叉
道
徳
的
有
機
膿
組
織
と
し
て
考
え
る
か
に
依
つ
て

國
家
の
特
徴
を
解
明
せ
ん
と
す
る
。

　
「
國
家
の
形
成
に
作
用
す
る
カ
の
間
で
は
、
大
部
分
の
カ
が
輩
に
自
然
的
な

も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
氣
候
の
カ
、
山
や
準
野
、

陸
や
海
等
の
配
置
の
カ
、
あ
ら
ゆ
る
物
質
的
限
界
や
交
通
機
關
の
カ
、
は
か
く

の
如
き
も
の
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
ら
の
力
は
い
は
野
國
家
が
軍
に
自
然
的
な
も

の
と
し
て
は
國
家
に
驕
し
な
い
性
絡
を
祷
殊
的
に
人
的
な
動
因
か
ら
と
る
限

り
、
國
家
の
形
成
に
と
つ
て
軍
に
構
成
的
の
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
ぬ
と
い
ふ
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
」
・
（
一
六
四
頁
）
と
述
べ
、
國
家
は
そ
の
本
質
と
し
て
輩

に
自
然
的
實
誠
的
形
成
に
依
る
の
み
で
な
く
、
そ
の
主
騰
的
立
場
に
於
い
て
贋

値
的
存
在
で
あ
る
事
を
主
張
す
る
。
グ
リ
ー
ン
は
國
家
を
こ
の
意
昧
よ
り
し
て

道
徳
的
有
機
騰
的
組
織
と
し
て
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
、
こ
の
こ
と
は
家

の
問
題
を
惹
起
す
る
。
即
ち
、
　
「
遊
牧
民
を
征
服
す
る
熱
望
に
於
て
、
軍
事
的

專
制
需
主
の
情
熱
に
於
て
、
封
建
主
義
の
牛
無
政
府
状
態
を
眞
の
主
灌
で
躁
罐

す
る
や
う
に
ル
イ
十
一
世
や
ヘ
ソ
リ
ー
八
世
の
如
き
人
々
を
動
か
し
た
所
の
誇

り
や
貧
慾
や
復
讐
に
於
て
、
か
く
の
如
き
善
に
甥
す
る
ど
の
や
う
な
關
係
が
あ

る
か
。
」
（
一
六
四
頁
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
上
に
現
出
し
た
國
家
形
成

の
過
程
に
、
征
服
欲
、
復
讐
欲
等
の
非
合
理
的
要
素
が
多
く
そ
の
契
機
と
な
つ

て
い
る
事
實
を
如
何
に
解
繹
す
る
か
と
い
う
間
題
で
あ
る
。

　
こ
の
間
題
の
解
明
と
し
て
グ
リ
ー
ソ
は
、
ナ
ボ
レ
オ
ソ
を
そ
の
分
析
の
剴
象

に
置
く
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
封
す
る
一
般
的
見
解
は
、
彼
の
「
指
導
的
動
機
が
榮

光
に
封
す
る
情
熱
」
で
あ
つ
た
と
い
う
に
あ
る
が
、
こ
れ
に
封
し
グ
リ
ー
ン
は

紹
介
と
批
評

「
彼
の
利
己
主
義
に
も
拘
ら
ず
彼
の
個
性
は
彼
の
中
の
そ
し
て
彼
に
封
す
る
四

民
精
碑
の
働
き
に
よ
つ
て
非
常
に
支
配
さ
れ
た
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
偉
大
さ
の

中
に
於
て
自
ら
を
輝
し
め
る
こ
と
が
出
來
る
の
み
で
あ
つ
た
。
」
（
一
六
五
頁
）

と
述
べ
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
個
性
を
利
己
心
に
の
み
求
め
彼
の
個
性
の
背
景
を
な

し
た
國
民
精
瀞
の
存
在
を
看
過
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
張
調
し
、
次
の
如
く
蹄

論
す
る
。
　
「
若
し
我
々
が
彼
の
行
動
に
つ
い
て
明
ら
か
な
結
果
を
了
解
す
る
な

ら
ば
、
そ
の
結
果
が
善
で
あ
る
限
り
、
彼
の
特
殊
な
動
因
以
外
に
ど
れ
だ
け
の

も
の
が
眞
に
そ
の
結
果
を
作
り
出
す
た
め
に
費
さ
れ
た
か
、
反
利
己
的
で
あ
る

故
に
は
つ
き
り
せ
ぬ
人
々
の
方
で
の
氣
づ
か
れ
ざ
る
努
力
の
ど
れ
だ
け
の
も
の

が
費
さ
れ
た
か
、
人
聞
の
一
般
的
な
心
に
於
け
る
沈
獣
の
過
程
の
ど
れ
だ
け
の

も
の
が
費
さ
れ
た
か
を
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」
（
一
六
七
頁
）
と
。
か
く

し
て
、
國
家
形
成
の
過
程
に
人
間
の
利
己
心
や
報
復
欲
等
を
指
摘
す
る
こ
と
に

よ
つ
て
は
、
批
會
的
善
の
思
想
が
國
家
形
成
に
よ
つ
て
表
現
さ
れ
實
現
さ
れ
る

と
い
う
事
は
反
駁
さ
れ
得
ぬ
。
と
い
う
結
論
を
生
ず
る
。
郎
ち
、
瀧
會
的
善
の

槻
念
は
人
聞
の
内
在
的
意
識
の
中
に
位
置
し
、
道
徳
的
行
爲
の
根
源
で
あ
る
と

い
う
グ
リ
ー
シ
の
中
心
思
想
が
表
れ
て
來
る
。
國
家
形
成
の
過
程
と
個
人
の
利

己
心
に
關
連
し
て
あ
ら
わ
れ
て
來
る
次
の
問
題
は
「
國
家
存
在
と
最
高
椛
力
」

と
い
、
）
．
』
と
で
あ
る
。
グ
リ
ー
ン
は
こ
れ
に
っ
緊
て
次
の
如
く
述
べ
る
。
　
「
箪

に
利
己
的
な
情
熱
の
働
き
が
國
家
の
形
威
に
到
る
と
い
ふ
見
解
に
尤
も
ら
し
さ

を
與
へ
る
の
は
、
國
家
の
存
在
に
と
つ
て
最
高
の
強
制
力
が
必
要
な
た
め
で
あ

る
。
こ
の
主
権
が
確
立
さ
れ
た
過
程
、
例
へ
ば
部
族
の
練
重
に
よ
つ
て
の
軍
事

力
の
獲
得
、
他
の
部
族
に
よ
つ
て
あ
る
部
族
を
征
服
す
る
こ
と
、
古
代
世
界
に

於
て
國
家
形
成
の
先
行
す
る
條
件
で
あ
つ
た
暴
君
に
よ
つ
て
の
家
族
の
濁
立
せ

る
特
罐
を
駿
棄
す
る
こ
と
、
近
代
ヨ
ー
・
ヅ
パ
に
於
て
同
じ
く
國
家
形
成
の
先

五
九
　
　
　
（
山
ハ
一
・
九
）



紹
介
と
批
評

行
條
件
で
あ
つ
た
王
権
に
よ
つ
て
封
建
的
特
機
を
塵
棄
す
る
こ
と
の
如
き
過
程

に
於
て
、
利
己
的
動
機
が
運
動
を
起
さ
せ
る
．
原
因
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
が
思

は
れ
る
だ
ら
う
。
然
し
な
が
ら
國
家
を
造
る
の
は
軍
に
そ
の
ま
ま
の
最
高
の
強

制
力
で
は
な
く
て
、
あ
る
方
法
で
あ
る
目
的
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
最
高
の
強

制
力
で
あ
る
。
換
青
す
れ
ば
、
成
文
法
叉
は
慣
習
法
に
從
つ
て
そ
し
て
椹
利
の

維
持
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
最
高
の
強
制
力
で
あ
る
。
」
Ω
六
九
頁
）
と
、
グ

リ
ー
ソ
に
よ
れ
ば
、
主
樒
f
國
家
の
最
高
灌
力
1
は
無
制
限
に
任
意
に
行

使
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
傳
統
的
秩
序
ー
公
共
の
善
が
必
要
と
す
る
所
の

ー
に
合
致
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
位
主
槽
に
つ
い
て
以
上
の
如
き

見
解
を
述
べ
た
グ
リ
ー
ソ
は
、
更
に
基
本
的
國
家
の
形
成
に
論
を
展
開
し
、
観

念
的
な
「
樒
利
」
の
存
在
を
読
き
、
國
家
成
立
の
根
擦
、
國
家
の
墓
礎
を
以
て

意
志
で
あ
リ
カ
で
な
い
と
の
結
論
に
到
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
三

　
國
家
の
墓
礎
に
關
し
カ
に
非
ず
し
て
意
志
で
あ
る
と
の
論
断
を
行
つ
た
グ
リ

ー
ソ
は
、
更
に
「
市
民
は
國
家
に
蜀
し
て
樒
利
を
有
す
る
か
」
（
第
八
章
）
の
問

題
を
提
起
す
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
市
民
樒
論
の
主
た
る
野
象
は
「
國
家
と
市

民
」
の
關
係
を
如
何
に
考
究
す
る
か
に
存
し
て
い
る
。
冒
頭
ま
ず
「
相
互
に
封

し
叉
國
家
に
封
す
る
個
人
の
灌
利
或
は
個
人
に
封
す
る
國
家
の
樺
利
の
眞
實
な

る
概
念
は
、
個
人
の
服
從
を
彊
制
し
得
る
主
権
を
有
す
る
カ
の
下
で
の
距
に
個

入
の
集
團
と
國
家
を
考
へ
、
一
般
的
な
服
從
を
張
制
す
る
こ
の
力
を
國
家
に
於

け
る
特
徴
的
な
事
で
あ
る
と
考
へ
る
間
は
得
ら
れ
な
い
。
」
（
U
七
五
頁
）
と
述

べ
軍
に
主
棚
者
の
槽
利
に
限
ら
ず
灌
利
一
般
の
成
立
に
つ
い
て
の
考
察
を
展
開

す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
「
國
家
の
成
員
に
封
し
國
家
に
於
て
主
灌
を
有
す
る
も
の

の
カ
の
椹
利
は
成
員
の
同
意
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ
し
て

山
ハ
○
　
　
　
（
山
ハ
ニ
0
）

他
方
こ
れ
ら
成
員
が
主
樺
を
有
す
る
も
の
に
よ
つ
て
構
成
せ
ら
れ
て
成
員
に
與

へ
ら
れ
る
如
き
権
利
以
外
を
有
し
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
、
主
張
す
る
こ
と
は
等

し
く
不
可
能
で
あ
る
。
」
（
一
七
六
頁
）
と
の
主
張
に
基
く
の
で
あ
る
。
グ
リ
ー

ソ
の
穂
す
る
穂
利
と
は
、
各
人
が
行
動
の
創
始
者
で
あ
る
事
を
意
識
す
る
と
同

意
義
に
於
て
他
人
を
認
め
る
時
に
個
人
の
槽
利
が
容
認
さ
れ
、
自
然
状
態
や
他

人
を
無
硯
し
て
行
わ
れ
る
権
利
は
権
利
と
し
て
否
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
印

ち
、
こ
の
意
味
よ
り
「
灌
利
は
『
同
量
同
質
』
と
し
て
互
ひ
に
認
め
合
ふ
人
間

杜
會
に
於
て
以
外
に
存
在
を
有
す
る
の
で
な
く
、
権
利
は
そ
の
相
互
の
認
識
に

よ
つ
て
形
造
ら
れ
る
。
」
（
一
七
七
頁
）
の
で
あ
る

　
市
民
椹
に
つ
い
て
以
上
の
如
き
見
解
に
立
つ
グ
リ
ー
ン
は
、
・
。
更
に
奴
隷
制
度

及
び
市
民
の
國
家
に
劃
す
る
反
抗
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
て
論
を
進
め
次
の
如
き
結

論
に
到
る
。
奴
隷
を
救
濟
す
る
義
務
は
崇
高
な
も
の
で
あ
つ
て
も
、
若
し
奴
隷

救
湾
を
禁
止
す
る
法
律
を
侵
犯
し
、
市
民
的
結
合
の
崩
壊
の
み
な
ら
ず
、
市
民

的
結
合
を
可
能
と
す
る
條
件
を
も
消
滅
し
、
一
般
的
無
政
府
状
態
を
到
來
せ
し

む
る
な
ら
ば
、
奴
隷
救
濟
の
行
爲
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
な
ら
「
國

家
の
非
常
な
崩
壌
は
、
自
由
の
一
般
的
清
失
と
人
間
相
互
の
取
引
に
於
け
る
相

互
の
善
意
に
代
ふ
る
に
一
般
的
な
カ
を
以
て
す
る
こ
と
を
意
昧
す
る
の
で
、
國

家
の
崩
壊
は
、
組
織
化
さ
れ
た
國
家
が
奴
隷
に
課
す
る
如
き
制
限
と
規
整
の
下

で
の
ど
ん
な
奴
隷
状
態
の
害
悪
よ
り
も
重
い
の
で
あ
ら
う
か
ら
。
」
（
一
八
八
頁
）

と
い
う
に
あ
る
。
こ
の
結
論
よ
り
グ
リ
ー
ソ
の
抱
く
李
和
的
批
會
改
良
の
思
想

の
片
隣
を
覗
い
5
る
と
思
わ
れ
る
。
難
解
な
當
著
を
邦
課
さ
れ
た
北
岡
氏
の
劣

を
後
進
學
徒
と
し
て
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
四
六
版
、
三
〇
九
頁
、
駿
河
台
出
版
肚
、
三
〇
〇
圓
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
多
田
眞
鋤
）


